
契約番号

件名

路線等の名称

場所

期間

工事延長　L=134.0m
排水路工　L=134.0m
鏡工　N=1箇所

備考

この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に基づ
き、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事であるため、
契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称
及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書等に記載する必要があることから、設計図書に記
載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で見積もること。また、分別解体等の方法
等を契約書等に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこと。
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安城市藤井町地内

工事概要書

2025140003

排水路改修工事（藤井町）

農業用排水路

概要

keiyaku(ver200305)


